
意 見 書 案 提 出 書 

 

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する意見書案 

 

 上記意見書案を神奈川県議会会議規則第１２条の規定により、次のとおり 

提出します。 

 

  令和 ３ 年 ７ 月１２日 

 

 神奈川県議会議長  小 島 健 一 殿 

 

                 神奈川県議会議員  くさか 景 子 

                 同         おざわ 良 央 

                 同         加 藤 ご う 

                 同         石 田 和 子 

                 同         松 長 泰 幸 

同         田村 ゆうすけ 

                 同         佐々木 ナオミ 

同         野 田 治 美 

                 同         河 本 文 雄 

                 同         浦 道 健 一 

                 同         渡 辺 ひとし 

                 同         杉 本   透 

                 同         堀 江 則 之 



プラスチックに係る資源循環の促進等に関する意見書（案） 

  

近年、プラスチックごみによる海洋汚染が世界的な環境問題として認識される

ようになっており、本県では、平成３０年９月に「かながわプラごみゼロ宣言」

を発表し、令和２年３月には「かながわプラごみゼロ宣言アクションプログラム」

を策定して、プラスチックごみの削減と再生利用の促進等の対策を進めている。 

こうした中、本年１月に発効したバーゼル条約の改正附属書の影響で、国内で

のプラスチックごみの処理に支障を来すおそれも指摘されるほか、コロナ禍での

テイクアウトやデリバリーの利用によるプラスチックごみの増加など、プラスチ

ックごみを取り巻く状況にも変化が見られるところである。 

このため本県では、プラスチックごみに関する施策を総合的かつ継続的に講じ

ていくため、「神奈川県廃棄物の不適正処理の防止等に関する条例」の見直しにつ

いて、本県環境審議会に対し諮問を行い、見直しに向けた検討を開始した。 

一方、国においても、プラスチックごみの問題については重要課題と位置付け

て取組を進めており、今後のプラスチックごみ対策の基本方針を定めた「プラス

チックに係る資源循環の促進等に関する法律」（以下「プラスチック資源循環促進

法」という。）が本年６月に国会で成立した。なお、施行期日は令和４年６月１０

日までの政令で定める日となっている。 

本県の条例改正の検討と、軌を一にするプラスチック資源循環促進法の施行が

予定されていることは大いに歓迎されるところであり、これを契機に、国と地方

におけるプラスチックごみ対策が相まって、より大きな効果をもたらすことが期

待される。 

そして、その効果を高めるためには、プラスチック資源循環促進法で定めるプ

ラスチックに係る資源循環対策の内容に関する情報を共有し、地方自治体との十

分な連携を図ることが不可欠である。 

よって政府は、プラスチック資源循環促進法に基づく政省令などの内容を、可

及的速やかに明らかにし、地方自治体に適時適切に情報提供されるよう強く要望

する。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

  令和  年  月  日 

   

内 閣 総 理 大 臣 

総 務 大 臣 

経 済 産 業 大 臣  

環 境 大 臣 

   

   

                                           神 奈 川 県 議 会 議 長 

殿 



意 見 書 案 提 出 書 

 

看護職員の確保に向けた継続的な支援拡充を求める意見書案 

 

 上記意見書案を神奈川県議会会議規則第１２条の規定により、次のとおり 

提出します。 

 

  令和 ３ 年 ７ 月１２日 

 

 神奈川県議会議長  小 島 健 一 殿 

 

                 神奈川県議会議員  市 川 和 広 

                 同         赤 野 たかし 

                 同         永 田 磨梨奈 

                 同         上 野 たつや 

                 同         川 崎 修 平 

                 同         佐藤 けいすけ 

同         佐々木 ゆみこ 

                 同         谷口 かずふみ 

                 同         高 橋 栄一郎 

                 同         中 村 武 人 

                 同         しきだ 博 昭 

                 同         牧 島   功 

                 同         てらさき 雄介 



 

看護職員の確保に向けた継続的な支援拡充を求める意見書（案） 

 

本県の人口１０万人当たりの看護職員数は全国で最下位にあり、看護職員の慢

性的不足の中、今般のコロナ禍にあって、新型コロナウイルスワクチン接種の打

ち手も不足している。 

国の目標どおりに７月中に高齢者へのワクチン接種を完了し、幅広い世代への

接種の拡大・加速化を図るため、企業や大学等における職域単位でのワクチン接

種が可能となったが、接種に必要な医療従事者は企業や大学等が自ら確保するこ

ととされている。 

国においては、潜在看護職が新型コロナウイルスワクチン接種業務に７月末ま

でに従事した場合、就業準備金３万円を給付するとのことだが、本県においても

国の就業準備金に上乗せする形で独自の支援をし、ワクチン接種のペースアップ

に努めている。 

また、現在、自らや家族の感染リスクという大きなプレッシャーと闘いながら、

最前線で献身的に頑張っている看護職の労苦を軽減することも急務である。  

よって政府は、全国で７０万人以上いると言われる潜在看護職の掘り起こしに

より、新型コロナウイルス感染症の収束、医療提供体制や社会機能の維持に向け、

次の事項について所要の措置を講じられるよう強く要望する。  

１ ワクチン接種業務に従事する潜在看護職への就業準備金の支給対象期間を延

長すること。 

２ 都道府県ナースセンターへの離職時等の届出制度をより実効性のあるものと

するとともに、復職支援の相談及び研修の充実、労働環境の改善など、職場定

着の継続的な支援を拡充すること。  

３ 医療提供体制の確保の観点からも、集団接種会場等の業務に従事しているワ

クチン未接種の看護職及びワクチン接種業務に従事することになる潜在看護職

へのワクチン接種を促進するため、滞りなくワクチンを供給できる体制を構築

すること。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
 

令和   年   月   日 

 

内 閣 総 理 大 臣 

総 務 大 臣 

財 務 大 臣 

厚 生 労 働 大 臣 

行 政 改 革 担 当 大 臣 

経 済 再 生 担 当 大 臣 

 

 神 奈 川 県 議 会 議 長 

 

   

殿 



意 見 書 案 提 出 書 

 

コロナ禍における更なる失業者対策を求める意見書案 

 

 上記意見書案を神奈川県議会会議規則第１２条の規定により、次のとおり 

提出します。 

 

  令和 ３ 年 ７ 月１２日 

 

 神奈川県議会議長  小 島 健 一 殿 

 

                 神奈川県議会議員  田 中 徳一郎 

                 同         米 村 和 彦 

                 同         大 村   悠 

                 同         市 川 さとし 

                 同         君 嶋 ちか子 

                 同         新 堀 史 明 

同         京 島 けいこ 

                 同         楠   梨恵子 

                 同         西 村 くにこ 

                 同         あらい 絹 世 

                 同         国 松   誠 

                 同         市 川 よし子 

                 同         小 川 久仁子 



 

コロナ禍における更なる失業者対策を求める意見書（案）  

 

本県の有効求人倍率は、厚生労働省「一般職業紹介状況」によると、令和２年

５月では０．９５倍だったが、令和３年５月では０．７８倍と大きく落ち込んで

おり、事業者の採用活動は鈍く、雇用情勢が深刻な状況にあることが数字の上で

も明らかになった。 

現在、雇用維持のため助成金などの支援が行われているものの、事業者の体力

は既に限界に達している。今ある雇用を維持し失業者を出さないこと、失業者の

雇用の受け皿を確保することは喫緊の課題である。  

よって政府は、国民の社会的不安を払拭し、生活を守るため、緊急事態宣言や

まん延防止等重点措置の実施区域内外を問わず、次の事項について所要の措置を

講じられるよう強く要望する。  

１ 雇用調整助成金について、コロナ禍の長期化による影響が拡大していること

を踏まえ、業種や業況にかかわらず特例措置を引き続き延長し、事業者が雇用

を維持できるよう切れ目のない支援を行うこと。 

２ 持続化給付金や家賃支援給付金の再度の支給や要件緩和・事業規模に応じた

支給額の引上げを行い、事業者にとって事業を継続する上で十分な支援となる

制度とすること。 

３ 休業や営業時間短縮要請を円滑に行うための協力金について、十分な額を支

給することができるよう地方創生臨時交付金を増額するなど財政支援措置を講

じること。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

 

  令和  年  月  日 

 

内 閣 総 理 大 臣 

総 務 大 臣 

財 務 大 臣 

厚 生 労 働 大 臣 

経 済 産 業 大 臣 

経 済 再 生 担 当 大 臣 

 

神 奈 川 県 議 会 議 長   

殿 



意 見 書 案 提 出 書 

 

東京オリンピック・パラリンピック開催の中止 

を含めた検討を求める意見書案 

 

 上記意見書案を神奈川県議会会議規則第１２条の規定により、次のとおり 

提出します。 

 

  令和 ３ 年 ７ 月１２日 

 

 神奈川県議会議長  小 島 健 一 殿 

 

                 神奈川県議会議員  井 坂 新 哉 

                 同         君 嶋 ちか子 

                 同         石 田 和 子 

同         大 山 奈々子 

                  



 東京オリンピック・パラリンピック開催の中止を含めた  
検討を求める意見書（案） 

 

２０２１年７月８日、日本政府は、緊急事態宣言を東京都に発出し、２０２１年
７月１２日から実施するとともに、沖縄県については継続とした。まん延防
止等重点措置が適用されていた埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府については
継続とし、それぞれ２０２１年８月２２日まで実施することを決定した。これ
により、東京オリンピックの開催期間のすべてが緊急事態宣言等の時期に含
まれることになった。 
そのような状況下にあって、国際オリンピック委員会、国際パラリンピッ

ク委員会、東京２０２０組織委員会、東京都、国はオリンピック・パラリン
ピック開催を強行しようとしている。 
世論調査では多くの国民が中止・延期を求め、政府分科会の尾身会長も、

この状況でのオリンピック開催は「普通はない」と明言している。この時期
の開催は無謀であるとの専門家からの指摘も国内外からなされている。 
政府は、海外からの来訪者は、選手・大会関係者だけで約１０万人と仮定

し、大会関係の入国者については、２週間待機を免除する特例措置を適用し
ている。 
東京への訪問者約２２万人、外からの通勤・通学は約１４９万人と予想さ

れ、大会とは別のこれら人の流れが大きなリスクを生み出すことは明らかで
ある。 
同時に、重症者や死亡者が増えることも見込まれる中で、いのちを危険に

さらしてまでなぜ開催するのかという根源的な問いにも、首相は答えられな
い状況である。また、安全対策を問われても、不十分な説明にとどまってい
る。 
国民は、１年５か月にわたり、感染の苦しみと不安、営業の制約、コロナ

の影響による失業と貧困、アルバイト減少による学生の生活苦、児童・生徒
は行事の中止などを余儀なくされている。さらに長期間過酷な状況を強いら
れている医療関係者の困難も言うまでもない。あらゆる日常が苦境にある中
で、オリンピックだけ特別扱いとされることに、国民の不満が集中している。
政府が今やるべきことは、コロナを収束させるために全力を尽くすことであ
る。 
また、各地の自治体においては、ライブサイトや聖火リレーの中止・縮小

が続いている。 
よって政府は、住民の不安や危険を知る自治体の動きも尊重し、国民の命

と暮らしを守るためにオリンピック・パラリンピックについて中止を含めた
検討をされるよう強く要望する。 
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 
令和   年   月   日 

 
内 閣 総 理 大 臣 
総 務 大 臣 
文 部 科 学 大 臣 
東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当大臣 
ス ポ ー ツ 庁 長 官 

 

                      神 奈 川 県 議 会 議 長 

殿 



意 見 書 案 提 出 書 

 

ＬＧＢＴの差別解消に関する法律の成立を求める意見書案 

 

 上記意見書案を神奈川県議会会議規則第１２条の規定により、次のとおり 

提出します。 

 

  令和 ３ 年 ７ 月１２日 

 

 神奈川県議会議長  小 島 健 一 殿 

 

                 神奈川県議会議員  井 坂 新 哉 

                 同         君 嶋 ちか子 

                 同         石 田 和 子 

同         大 山 奈々子 

                  



 

ＬＧＢＴの差別解消に関する法律の成立を求める意見書（案） 

 

２０１５年に大学院生が、同性愛者であることを本人の意思に反してアウテ
ィングされ（明らかにされ）自殺し、翌年遺族が提訴した事件が発生したこと
などを受けて、このようなことが二度とあってはならないとＬＧＢＴ当事者、
有志らが衆参両院の国会議員に働きかけ、ＬＧＢＴに対する差別禁止を求める
活動を続け、超党派の議員による法案の議論も重ねられてきた。 
また、北海道内に住む同性のカップル３組が、同性同士の結婚が認められな

いのは、婚姻の自由や法の下の平等を定めた憲法に違反するとして国に賠償を
求める訴訟を起こした。札幌地方裁判所は、「異性愛者と同性愛者の違いは、人
の意思によって選択・変更し得ない性的指向の差異でしかなく」「享有し得る法
的利益に差異はないといわなければならない」とし、同性愛者が婚姻によって
生じる法的利益の一部すらも受けられないことは、合理的な根拠を欠いた差別

的な取り扱いとして、民法及び戸籍法の規定は、法の下の平等を定めた憲法１４
条１項に違反するという初めての判断を示した。 
このような動きを受け、２０１８年に野党５党１会派により「性的指向又は 

性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案」が提出されたが、審
議されることはなく、先の国会では、与党案として、ＬＧＢＴの理解増進法案
が検討されたが、それすら一部議員により「差別は許されない」との表現への
了承が得られず、提出が見送られることになった。 
ＬＧＢＴが差別や偏見により失業やうつ、自殺などに追い込まれやすいとい

う指摘はたびたびなされてきたが、宝塚大学の日高庸晴教授による２００８年
の調査では、ＬＧＢＴの男性の自殺未遂の割合がセクシュアルマイノリティで
ない人に比べて約６倍に上るという結果が出ている。先の国会のＬＧＢＴに関
する法律の不成立を受けて、次期国会までには社会的要請も高まり、国民の間

の問題意識も一層深まることが予想される。理解増進にとどまらず差別解消を
法制化することは喫緊の課題である。 
２０１１年には歴史上初めてＬＧＢＴの人権に関する国連決議が採択され、

我が国も賛成しており、２０１４年には、オリンピック憲章のオリンピズムの
根本原則の一つとして、「いかなる種類の差別」の中に性的指向も明記され、禁
じるとされた。 
よって国会及び政府は、人権尊重を明確に打ち出し、国際社会の要請にも応

えてＬＧＢＴの差別解消に関する法律の成立を目指すよう強く要望する。 
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

  令和   年   月   日 

 

 衆 議 院 議 長 

参 議 院 議 長 

内 閣 総 理 大 臣  

 総 務 大 臣   

 法 務 大 臣 

  

神 奈 川 県 議 会 議 長   

 

殿 



意 見 書 案 提 出 書 

 

後期高齢者の医療費窓口２割負担化の凍結を求める意見書案 

 

 上記意見書案を神奈川県議会会議規則第１２条の規定により、次のとおり 

提出します。 

 

  令和 ３ 年 ７ 月１２日 

 

 神奈川県議会議長  小 島 健 一 殿 

 

                 神奈川県議会議員  井 坂 新 哉 

                 同         君 嶋 ちか子 

                 同         石 田 和 子 

同         大 山 奈々子 

                  



 

後期高齢者の医療費窓口２割負担化の凍結を求める意見書（案） 

 

本年６月４日、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の
一部を改正する法律」が成立し、７５歳以上の一定以上の所得者の医療費窓口負
担（一部負担金）は、１割から２割へと引き上げられることとなった。現役並み
所得者（３割自己負担者）を除き、単身世帯では「課税所得２８万円以上かつ年
収２００万円以上」、複数世帯では「後期高齢者の年収合計が３２０万円以上」の
方が該当し、約３７０万人もの方が対象となる。  

政府は改正理由として、主に「負担能力に応じた負担」とすることや「現役世
代の負担上昇を抑えるため」と説明している。  

なお、施行日は来年１０月から半年以内の政令で定める日とされ、施行後３年
間に限り、月の自己負担増加額を３,０００円以内に抑える「配慮措置」が設けら
れた。 

しかし、この改正には多くの課題が指摘されている。  

第一に、政府は受診行動の変化を想定し、医療給付費が年間１,０５０億円も減
少すると試算している。これは受診抑制の誘発を想定したものであり、戦後の日
本の復興と発展を担ってきた後期高齢者の受療権、生存権を脅かすことは、断じ
て許されない。  

第二に、「配慮措置」は外来だけで、入院は対象外とされている。年収２００万
円とは月額１７万円弱であり、食費、居住費、光熱水費、消費税、各種保険料等
の日常的支出に加え、入院時には保険外負担も発生することから、「負担能力のあ
る高齢者」（菅首相の答弁）とは言い難く、能力以上の負担を強いるものである。 

第三に、現役世代の負担軽減（保険料負担の軽減）は平均月額３０円にすぎず、
「軽減」などと言えるものではない。一方、公費負担は年間１,１４０億円も軽減
される。 

現役世代の負担軽減には、公費約５割、支援金約４割、保険料１割と規定して
いる費用負担割合を是正し国庫負担割合を増やすことが必要であり、抜本的には
コロナ禍でも莫大な利益を得ている大企業や高額所得者に応分の負担を求めるこ
とこそ、「能力に応じた負担」と言える。  

第四に、国会審議の中で田村厚生労働大臣は、「今後も２０４０年に向け、制度
改善が必要」と答弁している。これは今後の負担増を示唆したものと受け取れる
ため、この改正が更なる負担増への先鞭となりかねない。  

よって政府は、来年１０月以降に実施される７５歳以上の医療費窓口２割負担
化は、凍結されるよう強く要望する。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

 

令和   年   月   日 

 

内 閣 総 理 大 臣 

総 務 大 臣 

財 務 大 臣 

厚 生 労 働 大 臣 

 

        神 奈 川 県 議 会 議 長 

殿 



意 見 書 案 提 出 書 

 

学校教育におけるデジタルトランスフォーメーションを 

適切に進めることを求める意見書案 

 

 上記意見書案を神奈川県議会会議規則第１２条の規定により、次のとおり 

提出します。 

 

  令和 ３ 年 ７ 月１２日 

 

 神奈川県議会議長  小 島 健 一 殿 

 

                 神奈川県議会議員  亀井 たかつぐ 

                 同         谷口 かずふみ 

                 同         西 村 くにこ 

                 同         渡 辺 ひとし 

同         小野寺 慎一郎 

                  



 

学校教育におけるデジタルトランスフォーメーションを  

適切に進めることを求める意見書（案） 

 

現在、教育の現場では、誰一人取り残すことなく、子供たち一人ひとりに公正

に個別最適化され、資質・能力を一層確実に育成できる教育ＩＣＴ環境の実現を

目指すＧＩＧＡスクール構想の一環で、児童生徒に１人１台の情報端末並びに校

内の高速大容量の通信ネットワークの整備が進められている。  

また、これらハード面の取組に加えて、児童生徒の個別最適な学びと協働的な

学びの充実や、特別な配慮を必要とする児童生徒の学習上の困難の低減に資する

ものとして、学習者用デジタル教科書及びデジタル教材の導入も進められようと

している。一方で、デジタル教科書等のみを使用した場合には、学習の基本能力

の１つである読解力の低下を指摘する声もあがっている。  

教育のＩＣＴ化を進める上では、すべての教職員が情報端末を使いこなし、一

定レベルの授業を行うためには、個人情報の取扱い及び管理も含めた教職員の資

質の向上が求められる。また、各自治体で整備した情報端末等に互換性がない場

合、デジタル教科書等は、転校等で学習情報が引き継がれないおそれがあるため、

学びが継続できる環境を整備しておくことが重要である。 

今後各自治体では、学校教育にＩＣＴを浸透させ、更なる教育の充実を図るた

めのデジタルトランスフォーメーション（以下「ＤＸ」という。）の実現に向けて

取り組んでいくことになる。  

よって政府は、学校教育におけるＤＸを適切に進めるため、次の事項について

迅速に対応されるよう強く要望する。  

１ 情報端末の利活用や個人情報の取扱いなど、教育ＤＸに対応する教職員研修

の在り方について検討を進めること。  

２ システムやソフトウェアの整備、情報端末や通信設備の修繕や定期更新など、

教育ＤＸに関する予算の拡充を図ること。  

３ 様々な仕様の情報端末、デジタル教科書等及び個人認証システムの互換性を

確保するため、統一規格についての検討を進めること。  

４ よく聞き、よく読み、よく書くなど、基本的な学ぶスキルを身に付ける上で

不可欠な、紙の教科書等の活用と対面学習の併用に取り組むこと。  

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

 

令和   年   月   日 

  

内 閣 総 理 大 臣 

総 務 大 臣 

財 務 大 臣  
 

 

文 部 科 学 大 臣   

経 済 産 業 大 臣 

情報通信技術（ＩＴ）政策担当大臣 

 神 奈 川 県 議 会 議 長   

殿 


